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(57)【要約】
【課題】本明細書に記載の発明は、ホットワイヤレーザ
クラッディングの分野における改善された方法を提供す
る。
【解決手段】改善は、増量された脱酸金属を電極に加え
ることを含み、該脱酸金属は、Ａｌ、Ｔｉ、Ｓｉ、Ｍｎ
及びＺｒのうちの少なくとも１つからなる群から選択さ
れ、増量された脱酸金属を加えることでクラッディング
速度が少なくとも１０～３０％向上する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　５３～５９重量％の範囲のニッケルと、
　２０．５～２２重量％の範囲のクロムと、
　１２．５～１４．５重量％の範囲のモリブデンと、
　０．０５～０．３重量％の範囲のアルミニウムと、
　を含むクラッディング材料。
【請求項２】
　前記材料はソリッドワイヤ材料である、請求項１に記載の材料。
【請求項３】
　前記材料はレーザクラッディング材料である、請求項１に記載の材料。
【請求項４】
　前記アルミニウムは０．１～０．３重量％の範囲である、請求項１に記載の材料。
【請求項５】
　前記アルミニウムは０．１５～０．３重量％の範囲である、請求項１に記載の材料。
【請求項６】
　０．０３～０．２重量％の範囲のチタンをさらに含む、請求項１に記載の材料。
【請求項７】
　０．０３～０．１重量％の範囲のチタンをさらに含む、請求項１に記載の材料。
【請求項８】
　チタン、ケイ素、マンガン及びジルコニウムのうちの少なくとも１つをさらに含む、請
求項１に記載の材料。
【請求項９】
　チタン、ケイ素、マンガン及びジルコニウムのうちの少なくとも１つをさらに含み、該
チタン、ケイ素、マンガン及びジルコニウムのうちの少なくとも１つと前記アルミニウム
との合計が０．２～０．５重量％の範囲である、請求項１に記載の材料。
【請求項１０】
　チタン、ケイ素、マンガン及びジルコニウムのうちの少なくとも１つをさらに含み、該
チタン、ケイ素、マンガン及びジルコニウムのうちの少なくとも１つと前記アルミニウム
との合計が０．２５～０．４重量％の範囲である、請求項１に記載の材料。
【請求項１１】
　チタン、ケイ素、マンガン及びジルコニウムのうちの少なくとも１つをさらに含み、該
チタン、ケイ素、マンガン及びジルコニウムのうちの少なくとも１つと前記アルミニウム
との合計が０．２８～０．３５重量％の範囲である、請求項１に記載の材料。
【請求項１２】
　レーザクラッディング材料であって、
　０．００９～０．０１２重量％の範囲の炭素と、
　０．１２～０．１６重量％の範囲のマンガンと、
　４．２～４．８重量％の範囲の鉄と、
　０．００３～０．００４重量％の範囲のリンと、
　０．００５～０．０１５重量％の範囲のケイ素と、
　０．００１５～０．００２５重量％の範囲の銅と、
　５３～５９重量％の範囲のニッケルと、
　０．０６～０．０６５重量％の範囲のコバルトと、
　２０．５～２２重量％の範囲のクロムと、
　１２．５～１４．５重量％の範囲のモリブデンと、
　０．０２２～０．０２５重量％の範囲のバナジウムと、
　３～３．５重量％の範囲のタングステンと、
　０．１～０．３重量％の範囲のアルミニウムと、
　０．０１５～０．２重量％の範囲のチタンと、
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　０．０００５～０．００２重量％の範囲のジルコニウムと、
　を含み、
　当該材料はソリッド材料である、レーザクラッディング材料。
【請求項１３】
　レーザクラッディングの方法であって、
　材料をワークピースに提供するステップであって、該材料は、５３～５９重量％の範囲
のニッケルと、２０．５～２２重量％の範囲のクロムと、１２．５～１４．５重量％の範
囲のモリブデンと、０．０５～０．３重量％のアルミニウムとを含む、ステップと、
　前記ワークピースを加熱するために前記ワークピースにレーザービームを向けるステッ
プと、
　前記ワークピースの表面にクラッディング層を堆積するために前記ワークピース及び前
記材料のうちの少なくとも１つを加熱するステップと、
　少なくとも３２ｍｍ／秒の移動速度で前記ワークピースに前記材料を堆積するステップ
と、
　前記材料を堆積するステップの間にシールドガスを提供するステップと、
　を含み、
　前記ワークピースは湾曲面を有する、方法。
【請求項１４】
　前記ワークピースは外径が３インチ以下のパイプである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記シールドガスは１０～２５ＣＦＨの範囲の流量で提供される、請求項１３に記載の
方法。
【請求項１６】
　前記シールドガスは１５～２０ＣＦＨの範囲の流量で提供される、請求項１３に記載の
方法。
【請求項１７】
　前記移動速度は少なくとも３３．５ｍｍ／秒である、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記移動速度は少なくとも３５ｍｍ／秒である、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記移動速度は少なくとも３８ｍｍ／秒である、請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　前記移動速度は少なくとも４４ｍｍ／秒である、請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１５年１月９日に出願された米国仮出願第６１／１０１５１１号の優先権
を主張する。該仮出願は、参照により本願に全体的に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、一般にホットワイヤレーザクラッディング（hot　wire　laser　cladding）
の分野における改善された方法に関し、具体的にはパイプ／チューブ又は湾曲面へのレー
ザクラッディングに関する。
【背景技術】
【０００３】
　クラッディング（肉盛）は、ある部分の表面特性及び表面近くの特性を向上させるため
に（例えば耐摩耗性、耐食性又は耐熱性）又は使用によって摩耗した部品の表面を新しい
表面に作り変える（resurface）ために様々な産業で用いられている十分確立された方法
である。クラッディングには、母材の組成とは別の組成を有する新たな表面層を作ること
を具体的に伴う。
【０００４】
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　クラッディング技術は、大別して、アーク溶接法、溶射法及びレーザベース（laser-ba
sed）法という３つのカテゴリーに分類できる。これらの方法のそれぞれには利点及び欠
点がある。
【０００５】
　レーザクラッディングは概念的にはアーク溶接法に似ているが、ワイヤ、ストリップ又
は粉末の形を取り得るクラッド材や基材の表面を溶融するのにレーザーを用いる。レーザ
クラッディングは、ＣＯ２、様々な種類のＮｄ：ＹＡＧ、より最近ではファイバーレーザ
ーを用いて行われるのが一般的である。
【０００６】
　一般に、レーザクラッディングは高品質のクラッド、即ち、低希釈で、ポロシティが少
なく、表面均一性が良好なクラッドを生成する。レーザクラッディングでは部位への入熱
が最小限に抑えられるため、変形や後処理の必要性が大幅に解消されると共に、合金要素
の損失又は母材の硬化が回避される。それに加えて、レーザクラッディングでは素早い自
然な冷却が起こる結果、クラッド層に微細粒組織（fine　grain　structure）ができる。
【０００７】
　例示的なレーザクラッディング法では、予め加熱されたガス金属アーク溶接（「ＧＭＡ
Ｗ」）ワイヤが、マルチキロワットで固体のファイバ伝送レーザー（multikilowatt,　so
lid-state,　fiber　delivered　laser）と組み合わされる。プログラマブルなＧＭＡＷ
電源を用いてワイヤのみを加熱することができ、電流を短絡させて従来のアークが防止さ
れる。電源は、加熱電力をレーザー制御と同期させるソフトウェアを用いることができる
。特定の角度でレーザービームに送給される予め加熱されたワイヤは、レーザーの所要電
力を、クラッドが敷かれ、それが流れるようにするのに過不足ないが過剰な希釈が生じる
ほどではないように低下させる。その結果、クラッディング法は、パウダーレーザクラッ
ディングと同様の希釈特性を有すると共に、アウトオブポジション機能（out-of-positio
n　capability）を含むワイヤを用いることの利点を有するものとなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記の利点があるものの、円筒状のパイプ／チューブの堆積速度が限ら
れており、クラッディング業界ではクラッド材をより高速に堆積できることが非常に重要
である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、ＡＷＳ　ＥＲＮｉＣｒＭｏ－１０規格を満たすと共にＡｌが０．０３
重量％未満である、ニッケル含有量が高い溶接ワイヤのクラッディング速度を向上させる
方法が提供され、改善は、Ａｌの合計量が少なくとも０．０５重量％になるように前記溶
接ワイヤに追加のＡｌを加えることを含み、前記方法は、ＡＷＳ　ＥＲＮｉＣｒＭｏ－１
０規格を満たすと共にＡｌが０．０３重量％未満である溶接ワイヤを用いる方法に比べて
、クラッディングすべき基材の回転速度を少なくとも１０％高めることをさらに含む。
【００１０】
　本発明の別の態様では、ＡＷＳ　ＥＲＮｉＣｒＭｏ－１０規格を満たすと共にＡｌが０
．０３重量％未満である、ニッケル含有量が高い溶接ワイヤのクラッディング速度を向上
させる方法が提供され、改善は、Ａｌの合計量が少なくとも０．１０重量％になるように
前記溶接ワイヤに追加のＡｌを加えることを含み、前記方法は、ＡＷＳ　ＥＲＮｉＣｒＭ
ｏ－１０規格を満たすと共にＡｌが０．０３重量％未満である溶接ワイヤを用いる方法に
比べて、クラッディングすべき基材の回転速度を少なくとも１５％高めることをさらに含
む。
【００１１】
　本発明のさらに別の態様では、ＡＷＳ　ＥＲＮｉＣｒＭｏ－１０規格を満たすと共にＡ
ｌが０．０３重量％未満である、ニッケル含有量が高い溶接ワイヤのクラッディング速度
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を向上させる方法が提供され、改善は、Ａｌの合計量が少なくとも０．１５重量％になる
ように前記溶接ワイヤに追加のＡｌを加えることを含み、前記方法は、ＡＷＳ　ＥＲＮｉ
ＣｒＭｏ－１０規格を満たすと共にＡｌが０．０３重量％未満である溶接ワイヤを用いる
方法に比べて、クラッディングすべき基材の回転速度を少なくとも２０％高めることをさ
らに含む。
【００１２】
　本発明のさらに別の態様では、ＡＷＳ　ＥＲＮｉＣｒＭｏ－１０規格を満たすと共にＡ
ｌが０．０３重量％未満である、ニッケル含有量が高い溶接ワイヤのクラッディング速度
を向上させる方法が提供され、改善は、Ａｌの合計量が少なくとも０．１５重量％になる
ように前記溶接ワイヤに追加のＡｌを加えることを含み、前記方法は、ＡＷＳ　ＥＲＮｉ
ＣｒＭｏ－１０規格を満たすと共にＡｌが０．０３重量％未満である溶接ワイヤを用いる
方法に比べて、クラッディングすべき基材の回転速度を少なくとも３０％高めることをさ
らに含む。
【００１３】
　本発明のさらなる態様では、ＡＷＳ　ＥＲＮｉＣｒＭｏ－１０規格を満たすと共にＡｌ
が０．０３重量％未満である、ニッケル含有量が高い溶接ワイヤのクラッディング速度を
向上させる方法が提供され、改善は、標準的なＡＷＳ　ＥＲＮｉＣｒＭｏ－１０電極の仕
様に比べて脱酸金属（deoxidizing　metal）の合計量がＡｌ、Ｔｉ、Ｓｉ、Ｍｎ及びＺｒ
のうちの少なくとも１つで少なくとも１０％高くなるように前記溶接ワイヤに追加の脱酸
金属を加えることを含み、溶接電極は０．１０重量％未満のＡｌ、０．０１５重量％のＴ
ｉ、０．０１重量％のＳｉ、０．１４重量％のＭｎ及び０．００１重量％のＺｒを有し、
前記方法は、ＡＷＳ　ＥＲＮｉＣｒＭｏ－１０規格を満たすと共にＡｌが０．０３重量％
未満である溶接ワイヤを用いる方法に比べて、クラッディングすべき基材の回転速度を少
なくとも２０％高めることをさらに含む。
【００１４】
　特定の実施形態では、ＡＷＳ　ＥＲＮｉＣｒＭｏ－１０規格を満たすと共にＡｌが０．
０３重量％未満である、ニッケル含有量が高い溶接ワイヤのクラッディング速度を高める
方法が提供され、改善は、以下に示す重量パーセントの元素を有する溶接ワイヤを含む。
【００１５】
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【表１】

　前記の方法は、ＡＷＳ　ＥＲＮｉＣｒＭｏ－１０規格を満たすと共にＡｌが０．０３重
量％未満である溶接ワイヤを用いる方法に比べて、クラッディングすべき基材の回転速度
を少なくとも２０％高めることをさらに含む。
【００１６】
　本発明の実施形態のこれらの及び他の目的は、図面、詳細な説明及び添付の請求項に照
らして考えた場合に明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
　添付の図面を参照しながら本発明の例示の実施形態を詳細に説明することで、本発明の
上記の態様及び／又は他の態様が一層明らかになる。
【図１】図１は、本発明のシステムの例示の実施形態を図で表したものである。
【図２】図２は、本発明の実施形態のクラッディング法のさらなる図を表したものである
。
【発明を実施するための形態】
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【００１８】
　添付の図面を参照しながら本発明の例示の実施形態を以下で説明する。以下で説明する
例示の実施形態は、本発明の理解を助けることを意図したものであって、本発明の範囲を
何ら限定することを意図していない。全体を通して、同様の参照符号は同様の要素を表す
。
【００１９】
　なお、以下ではパイプ／チューブ又は湾曲面のクラッディングの文脈で本発明の例示の
実施形態を解説及び説明する。しかしながら、他の例示の実施形態は、クラッディングす
べきあらゆる種類の表面に適用でき、本発明の実施形態はこの点で限定されない。また、
下記の解説では、クラッディング作業のために熱を提供するのにレーザーを使用する例示
の実施形態に焦点を当てる。しかしながら、別の例示の実施形態では他の熱源の使用が可
能である。それに加えて、本明細書における特定の元素又は組成物の重量パーセントへの
言及は、電極／材料（consumables）全体の重量パーセントである。
【００２０】
　図１に、本発明の例示的なクラッディングシステム１００を示す。図示のシステム１０
０は既知のレーザクラッディングシステムと同様に構成されている。システム１００は、
ワイヤ源１１５からのワイヤ／材料１０１を送給してワイヤ１０１をクラッディング作業
に送るワイヤ送給装置１１０を含む。電源１２０は、少なくとも制御／通信のためにワイ
ヤ送給装置１１０に連結されている。一部の例示の実施形態では、電源１２０を用いてワ
イヤ送給装置１１０及び／又はコンタクトチップ１２５に加熱信号を提供して、加熱信号
をクラッディングワイヤ１０１に届ける。その際、加熱信号はアークを生じさせないよう
に制御される。加熱信号は、クラッディングプロセスの間にワイヤ１０１を加熱してワイ
ヤ１０１の堆積を支援する電流信号である。他の例示の実施形態では、電源１２０なしで
コールドワイヤを用いる構成とすることができ、該ワイヤはレーザーを用いて溶融される
。電源１２０からの加熱信号は、（図示のように）コンタクトチップ１２５からワークピ
ースＷを通って電源１２０に戻るよう移動させることができ又は電流がワークピースＷを
通らず単にコンタクトチップ１２５を通ってコンタクトチップ１２５内の抵抗と共にワイ
ヤ１０１を加熱するようにできる。一般に理解されているように、コンタクトチップ１２
５は、クラッディングワイヤ１０１が傾斜してクラッディング作業に送られ、該ワイヤを
溶融パドル内に堆積するように配置されている。
【００２１】
　システム１００は、トーチアセンブリ１６０内にあるレーザー１５５に電力を提供する
レーザー電源１５０も含む。トーチアセンブリ１６０は、ワークピースＷの表面にレーザ
ービーム１５６を向けるレーザー１５５と、クラッディング作業を保護するためにワーク
ピースＷの表面にシールドガスを向けるノズル１６５とを含む。クラッディング作業では
、ワイヤ１０１からのクラッディング層を溶着させるため、溶融面を作るのにワークピー
スの表面を加熱するのにレーザービーム１５６が用いられる。シールドガスは、クラッデ
ィング作業にとってメリットがある任意の種類のシールドガスでよく、例示の実施形態で
は１００％アルゴンであり得る。シールドガスはタンク／シールドガス源１４０から供給
でき、バルブ（図示せず）によりシールドガスの流れを制御できる。
【００２２】
　コントローラ１３０はシステム１００の動作を制御するのに用いられ、電源１２０、レ
ーザー電源１５０及びワイヤ送給装置１１０のそれぞれを集中的に制御すると共に同期さ
せるのに用いることができる。コントローラは任意の種類のコンピュータ／プロセッサベ
ースのシステムでよく、図１では別個のコンポーネントとして図示しているが、電源、レ
ーザー電源又はワイヤ送給装置のうちのいずれかと一体化させることもできる。
【００２３】
　図２はクラッディング作業の拡大図を示す。図示の実施形態では、ワークピースＷはパ
イプ／チューブ又は湾曲面を有する他の種類の物体である。当然のことながら、本発明の
実施形態は平坦なワークピースにも使用可能である。図示のように、シールドガスＳＧは
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ノズル１６５を出て、ワークピースＷの表面上にクラッド層Ｃを堆積する間に保護を提供
する。図示のように、クラッディング作業の例示の実施形態の間、クラッド層Ｃを螺旋状
（helical　pattern）に堆積させるためにワークピースＷはトーチ１６０の下で回転され
る。なお、本明細書全体を通して、図面中の例示のワークピースＷを「パイプ」と呼ぶ。
しかしながら、場合によっては、小径のパイプが「チューブ」と呼ばれ得ることが理解及
び認識される。本発明の実施形態は、パイプ、チューブ等を含むあらゆる種類の湾曲面を
クラッディングすることに関する。そのため、「パイプ」という用語の使用は大径のパイ
プに限定されることを意図したものではなく、むしろ例示に過ぎない。
【００２４】
　前で説明したように、本発明の実施形態はクラッディングに関し、本発明のより具体的
な例示の実施形態は、ＡＷＳ　ＥＲＮｉＣｒＭｏ－１０規格を満たすニッケル／クロム／
モリブデンワイヤの堆積速度を高めることに関する。このＡＷＳ規格を、特定の構成要素
についてワイヤの重量パーセントを示す下記の表に示す。例示の実施形態では、ワイヤは
ソリッドワイヤである。しかしながら、他の例示の実施形態では他のワイヤ構成を用いる
ことが可能であり、例えばワイヤ１０１は金属コアワイヤであり得る。このワイヤは、ワ
イヤを表面上に堆積させて耐食性を提供するクラッディング用途で頻繁に用いられる。例
えば、該ワイヤはパイプ／チューブ面の外側にクラッディング層を提供するのに用いられ
る。このＡＷＳ規格のワイヤとしては、リンカーンエレクトリック社（オハイオ州、クリ
ーブランド）が製造するワイヤを含む様々な商業的実施形態（commercial　embodiments
）が存在する。このワイヤをＴｅｃｈａｌｌｏｙ（登録商標）６２２と表示し、この製品
の一般的な組成も下記の表に示す。
【００２５】
　クラッディング作業でこれらのＡＷＳ材料を使用し、とりわけ湾曲面をクラッディング
する場合、材料中のニッケルが酸素と反応しやすく、相当量の酸化ニッケルが生成される
。酸化ニッケル量の増加は、酸化ニッケルが形成されてクラッド層の表面に緑色を生成す
ることからクラッディング堆積物の流動性に影響を与えやすい。これは、小径の湾曲面の
場合にとりわけ顕著となる。この酸化ニッケルの生成は湾曲面、とりわけ半径が比較的小
さい湾曲面をクラッディングする場合に増加することが多い。これは、湾曲の大きい面が
ある場合にシールドガスで作業を完全に保護するのが困難であることに起因する。そのた
め、パイプや他の湾曲面の一般的なクラッディング作業の速度は比較的低速で、シールド
ガスのために高流量を用いることができる。
【００２６】
　下記の表（表１）に示すように、ＡＷＳ規格ではアルミニウムの量が規定されておらず
、Ｔｅｃｈａｌｌｏｙ（登録商標）の一般的な組成のアルミニウム含有量は０．０２２重
量％である。しかしながら、このＡＷＳタイプのワイヤ中のアルミニウム含有量を増やす
ことで、クラッディング作業、とりわけ湾曲面をクラッディングする場合のパフォーマン
スを向上できることが見出された。実際に、アルミニウムの量の増加によって、クラッデ
ィング作業の堆積速度を大幅に高めることができることが見出された。下記の表は、前で
説明したようにアルミニウムの量を増やした電極の例示の実施形態を示す。この組成は例
示を意図したものである。
【００２７】
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【表２】

　本発明の実施形態の利点をさらに説明するために、クラッディングパラメータの比較を
提供する。具体的には、上記のＴｅｃｈａｌｌｏｙ（登録商標）６２２の一般的な組成を
使用し、直径が１．２５インチでチューブ壁厚が０．２４０インチの基材をクラッディン
グする場合、意図する堆積速度のためのクラッディング回転速度は一般に２９ｍｍ／秒ま
でに制限される。しかしながら、上記の組成中のＡｌの量を約０．０２％から０．１５４
％～０．１５７％（約７倍過剰（7-fold　excess））に増やすことで、同じ下層の円形基
板への堆積速度を高めることができるため、回転速度を～３８ｍｍ／秒まで高めることが
でき、回転速度を４４ｍｍ／秒まで高め、続けて許容可能な結果がもたらされる。そのた
め、本発明の例示の実施形態は生産を少なくとも３０％高めることができる。これは商業
環境では意義深い。
【００２８】
　前で指摘したように、典型的なＴｅｃｈａｌｌｏｙ（登録商標）６２２又はＡＷＳに準
拠したワイヤの組成を用いたクラッド材を表面分析したところ、Ｃｒ、Ｆｅ及びＭｎの酸
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化物に加えてＮｉＯｘの存在が明らかになった。しかしながら、Ａｌの量を増やしたＴｅ
ｃｈａｌｌｏｙ（登録商標）６２２の調合（formulation）を用いたクラッド材を表面分
析したところ、表面上に存在するのは主にＡｌＯｘであり、ＣｒＯｘは最小限で、ＮｉＯ

ｘは殆ど若しくは全くなかった。
【００２９】
　任意の１つの理論又は作業モードに縛られることなく、一定量の脱酸元素（例えば、Ａ
ｌ、Ｔｉそして恐らくＳｉ、Ｍｎ、Ｚｒ）を加えることでニッケルの酸化が防止され、速
い移動速度においてパフォーマンスを向上でき／濡れ（wetting）を良好にでき、それに
よって生産性が向上するものと考えられる。Ａｌ及びＴｉは、他の元素が空気中に存在す
る酸素と結合するよりも素早く酸素と結合することで、他の元素が酸化されスラグとして
溶接金属から出ていくよりはむしろそれらを溶融金属内に留まらせるものと考えられる。
溶融池の溶液内に元素が留まることで、溶接金属は以前のパス（previous　pass）で濡れ
が良好になるため、回転速度を高めることができ、依然として欠陥なく許容可能な溶接物
が製造される。
【００３０】
　これは、下記の表２で再生した標準還元電位（Standard　Reduction　Potentials）を
用いた情報に適合する。
【００３１】
【表３】

　電極電位が正の場合、反応は左から右の方向に起こる自然反応（spontaneous　reactio
n）である。電極電位が負の場合、自然反応は反対方向に起こる。
【００３２】
　そのため、本発明の実施形態では、アルミニウムの量が既知の調合の場合よりも多くな
るように増やすことでクラッディング作業がプラスの影響を受ける。本発明の例示の実施
形態では、アルミニウムの量は０．１３～０．３０重量％の範囲である。また、例示の実
施形態では、増量されたチタンが存在し、その量は０．０３～０．２０重量％の範囲であ
る。
【００３３】
　さらなる例示の実施形態では、アルミニウムの量はワイヤの少なくとも０．０５重量％
であり、ある実施形態ではその量は０．０５～０．３重量％の範囲であり得る。付加的な
例示の実施形態ではアルミニウムの量は、ワイヤの少なくとも０．１重量％であり、さら
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例示の実施形態ではアルミニウムの量は、ワイヤの少なくとも０．１５重量％であり、さ
らに例示の実施形態ではアルミニウムの量は０．１５～０．３重量％の範囲であり得る。
当然ながら、アルミニウムの量の上限は、組成で許容されている他の構成要素の最大量に
よって制限される。当然ながら、アルミニウムは他の材料の全量を使い果たすべきでなく
、ある実施形態では許容されている他の材料の大半を含む。
【００３４】
　上記の組成により、本発明の例示の実施形態は、湾曲面、例えばパイプ等へのクラッデ
ィング作業の堆積速度を向上させることができる。実際に、本発明の例示の実施形態は、
少なくとも約３２ｍｍ／秒の移動速度（例えばパイプの回転速度）でワークピースの表面
にクラッドを堆積できるクラッディング作業を提供できる。さらなる例示の実施形態では
、少なくとも約３３．５ｍｍ／秒の移動速度（例えばパイプの回転速度）でワークピース
の表面にクラッドを堆積できる。付加的な例示の実施形態では、少なくとも約３５ｍｍ／
秒の移動速度（例えばパイプの回転速度）でワークピースの表面にクラッドを堆積でき、
さらなる例示の実施形態では、少なくとも約３８ｍｍ／秒の移動速度（例えばパイプの回
転速度）でワークピースの表面にクラッドを堆積できる。他の実施形態では、組成に応じ
て少なくとも約４４ｍｍ／秒の移動速度（パイプの回転速度）でワークピースの表面にク
ラッドを堆積できる。
【００３５】
　なお、本発明の実施形態からの利点は平坦面及び湾曲面の双方で得ることができる。し
かしながら、一部の例示の実施形態では、上記の移動速度を、パイプ等の湾曲面、とりわ
け小径のパイプ、例えば直径が３インチ以下のパイプで実現できる。従来、そのような小
径のパイプの場合、そのような湾曲面の適切な保護を確実にする必要性から、クラッディ
ングプロセスでは低速が必要とされていたが、本発明の実施形態では上記の高い速度を実
現できる。シールドガスが湾曲面と接触する時間は小径のパイプでは限られるものの、上
記の利点は本発明の実施形態の改善された性質（chemistry）に由来する。また、大径の
パイプ（直径が３インチより大きいもの）でも、必要となるシールドガスの量が少なくな
ると共に上記のような高い速度を実現できる。例えば、シールドガスが１００％アルゴン
の従来のクラッディング作業では３０～５０ＣＦＨの流量が用いられる。しかしながら、
本発明の例示の実施形態では、１０～２５ＣＦＨの範囲の流量を用いることができ、他の
例示の実施形態では流量は１５～２０ＣＦＨの範囲である。この流量は、クラッディング
作業の所望の特性に応じて大径及び小径のワークピース／パイプの双方に対して用いるこ
とができ、本明細書で説明した改善された組成により実現できる。
【００３６】
　前で表１に示したように、例示の材料の組成を示す。下記の表３はさらなる例示の実施
形態の組成を示す。
【００３７】
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【表４】

　さらなる実施形態では、アルミニウムは０．０５～０．３重量％の範囲であり、他の実
施形態では、アルミニウムは０．１５～０．３重量％の範囲であり得る。また、チタンは
０．０３～０．１重量％の範囲であり得る。また、前で説明したように、本発明の実施形
態は、ニッケル以外の他の酸化材料の量を増やすことで改善されている。これらの他の酸
化材料としては、Ａｌ、Ｔｉ、Ｓｉ、Ｍｎ及びＺｒ並びにその任意の組み合わせが挙げら
れる。本発明の実施形態ではアルミニウムがとりわけ有用な酸化材料であることが分かっ
ているが、これらの他の酸化剤も利点を提供できる。例示の実施形態では、ニッケル以外
の用いられる酸化剤の組み合わせ全体の重量パーセントは０．２～０．５重量％の範囲で
ある。さらなる例示の実施形態では、酸化剤の組み合わせは０．２５～０．４重量％の範
囲である。付加的な例示の実施形態では、酸化剤の組み合わせの重量パーセントは０．２
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れを含有する場合、それらの酸化剤の組み合わせの合計は、所望のパフォーマンスに応じ
て０．２～０．５重量％又は０．２５～０．４重量％又は０．２８～０．３５重量％の範
囲である。また、これらの酸化剤の一部のみ（例えば、Ａｌ、Ｔｉ及びＳｉのみ又はＡｌ
、Ｔｉ、Ｍｎ及びＺｒ等）を使用する他の例では、これらの酸化剤の組み合わせの合計は
、所望のパフォーマンスに応じて０．２～０．５重量％又は０．２５～０．４重量％又は
０．２８～０．３５重量％である。当然ながら、酸化ニッケルの生成を最小限に抑えるた
めに他の組み合わせを用いることができる。
【００３８】
　本発明をその例示の実施形態を参照しながら具体的に図示説明してきたが、本発明はこ
れらの実施形態に限定されない。当業者であれば、下記の請求項によって定義される本発
明の精神及び範囲から逸脱することなく形態及び詳細に様々な変更が加えられ得ることが
分かる。
【符号の説明】
【００３９】
１００　クラッディングシステム
１０１　ワイヤ
１１０　ワイヤ送給装置
１１５　ワイヤ源
１２０　電源
１２５　コンタクトチップ
１３０　コントローラ
１４０　シールドガス源
１５５　レーザー
１５６　レーザービーム
１６０　トーチアセンブリ
１６５　ノズル
Ｗ　ワークピース
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